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INFORMATION～まちからのお知らせ～

福島広域雇用促進支援協議会からのお知らせ

【企業申込型】建設機械運転技能講習 

　　　　企業フォークＱＲ　�　　 ���企業クレ玉ＱＲ

●フォークリフト運転技能講習（４日間）
　添付書類
　　受講希望者の【自動車運転免許証のコピー】
　　�受講希望者の【雇用保険被保険者資格取得届けの写

し】もしくは雇用の確認が取れるもの
　【いわき会場】
　　日程　９月４日（火）～９月７日（金）
　　締切　８月23日（木）
　　日程　10月10日（水）～10月13日（土）
　　締切　９月27日（木）
●小型移動式クレーン運転技能・玉掛け技能講習
　�　小型移動式クレーン（３日間）のみ、玉掛け（３日間）
のみ、もしくはセット講習（６日間）から選べます　

　添付書類
　　受講希望者の【自動車運転免許証のコピー】
　　�お持ちでない方は【住民票（マイナンバー記載なし）

の写し】　
　　�受講希望者の【雇用保険被保険者資格取得届けの写

し】もしくは雇用の確認が取れるもの
　【いわき会場】
　　クレーン　日程　９月12日（水）～９月14日（金）
　　　　　　　締切　８月29日（水）
　　玉掛け　　日程　９月15日（土）～９月17日（月）
　　　　　　　締切　８月29日（水）
　【定員】各10名
　【会場】�南湖建設機械講習所（いわき講習センター：い

わき市小名浜字宮下127-３）
※�申込書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えてＦ
ＡＸにてお申込ください。

【個人申込型】建設機械等運転技能講習　　
●�車両系建設機械運転技能講習（整地・
運搬・積込み用及び掘削用）

　�お申込みの際は、必ず本人確認書類【自
動車運転免許証のコピー】

　【会場】�南湖建設機械講習所（いわき講習センター：い
わき市小名浜字宮下127-３）

※�雇用保険受給者で証明書が必要な方に、参加証明書を
発行します。

【個 人申込型】ビジネスシーンに合わせた仕事
のスゴ技パソコン術講座　

　パソコンを使えるか自信がない、自己
流をなんとかしたい･･･。そんな方！�
　「自分のできる!」をハッキリさせて、
就活のアピールポイントを増やしましょ
う。
　レベルに合わせて３つのコースから
選択ができ、組み合わせて受講も可能です。
●受講レベル
　�基礎編・ビジネスメール編：ローマ字入力、マウス操
作が可能な方　　　　　　　　

　応用編：文書作成、表作成の経験がある方
　【いわき会場】
　　日程　基礎編：９月13日（木）～９月20日（木）
　　　　　　締切　９月５日（水）　
　　　　　応用編：９月27日（木）～10月10日（水）
　　　　　　締切　９月19日（水）
　　　　　ビジネスメール編：10月11日（木）
　　　　　　締切　９月19日（水）　
　【定員】各20名
　【会場】�株式会社アカデミー（ニュータウンセンタービ

ル：いわき市中央台飯野４-２-４）
　※�雇用保険受給者で証明書が必要な方に、参加証明書

を発行します。

共通事項　�
※�申込締切後、当該事業の主旨に基づき厳正に選考し、
選考結果は電話にてご連絡します。

※�受講料、テキスト代、無料です。掲載以外にも他の日
程や会場もあります。

　詳しくはお問い合わせいただくか、チラシまたはホー
ムページをご覧ください。

 問��ホームページ��働きたいネット��検索
　　�福島広域雇用促進支援協議会�広野窓口（広野町役場

産業振興課内）
      ☎0240-23-5586　0240-23-5587

　�お持ちでない方は【住民票（マイナン
バーの記載なし）の写し】を添付して
ください。

　【いわき会場】
　　日程　９月21日（金）～９月25日（火）
　　締切　９月９日（日）
　【定員】10名

無戸籍者の解消のための相談窓口について

　戸籍に記載されていないことから、各種行政サービス
が受けられないなどでお困りの方は、法務局や町の戸籍
担当窓口にご相談ください。
　また、このような困っている方をご存じの方も、ご相
談ください。
　どのような手続を採ることが最善なのか、皆様の事情
をお伺いして、法務局またはお住まいの町の戸籍担当職
員が、あなたと一緒に考えます（相談無料、秘密厳守）。
　【相談窓口】
　・福島地方法務局いわき支局総務課

　　☎0246-23-1651（番号案内　３）
　　�（午前８時30分～午後５時15分　土・日・祝日を除く。）
　・広野町町民税務課　☎0240-27-4160
　　�（午前８時30分～午後５時15分　土・日・祝日を除く。）

　詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
　
法務省ホームページ
　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

はたラッコ

既設の塀の安全点検について

　平成30年６月18日に発生した大阪府北部を震源と

する地震により塀が倒壊し、２名の死者が出ました。

これを受け、国から塀の所有者に下記の通り安全点

検をするよう、注意喚起の通知がありましたので、

お知らせいたします。

ブロック塀の点検のチェックポイント

�

□１．塀は高すぎないか

　・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。

□２．塀の厚さは十分か

　・�塀の厚さは10cm以上か。（塀の高さが２ｍ超2.2

ｍ以下の場合は15cm以上）

□３．控え壁はあるか。（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

　・�塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの１/５以

上突出した控壁があるか。

□４．基礎があるか

　・コンクリートの基礎があるか

□５．塀は健全か

　・塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

□６．塀に鉄筋は入っているか

　・�塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm

間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び

基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛け

されているか。

　・�基礎の値入深さは30cm以上か。（塀の高さが1.2

ｍ超の場合）

塀の状態はいかがだったでしょうか？

　外観で１～５の項目をチェックし、ひとつでも不

適合があれば危険です。

　安全点検の結果、危険性が確認された場合には、

付近通行者への速やかな注意表示等および補修、撤

去などを行っていただくようお願いいたします。

これからブロック塀などを建築される方へ

　ブロック塀などを建築する際に基本となる構造基

準が建築基準法で定められていますので、それを遵

守し、適切な施工がなされるようお願いいたします。

　なお、不明点がある場合は、福島県相双建設事務

所　建設住宅課　☎0244-26-1223　へご連絡くださ

い。

住宅・土地統計調査が実施されます

　総務省統計局では、10月１日現在で住宅・土地統

計調査を実施します。

　この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な

調査で、全国約370万

世帯の方々を対象とし

た大規模な調査です。

　調査期間中、統計調

査員が調査書類を配布

いたします。

　調査への回答は、インターネットでの回答または

紙の調査票での回答をお願いします。

福島県統計課

平成30年住宅・土地統計調査ホームページアドレス

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/

jyuutakuonegai.html

出典：
パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会　2013. 1 より一部改


